
銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料一覧

２丁目から

現 に 猟 銃 ま た は 空 気 銃 の
所 持 許 可 を 受 け て い る 者

４，３００

現 に ク ロ ス ボ ウ の
所 持 許 可 を 受 け て い る 者

６，８００ ４，３００

１，８００

４，８００

４，４００

４，８００

４，４００

５，９００

５，６００

６，８００ ６，８００

６，９００

６，７００１０，５００

６，８００

６５０

１丁目

射 撃 練 習 資 格 認 定

認 定 申 請

認 定 証 の 書 換 え

認 定 証 の 再 交 付

年 少 射 撃 資 格

射 撃 教 習 資 格 認 定

１丁のみ
申請の場合

１０，５００

１，９００

許 可 証 の 書 換 え

許 可 証 の 再 交 付

複数（同時）申請の場合

競 技 に 使 用 す る 銃 砲 等 刀 剣 類 ３，９００

種 別 ・ 申 請 （ 申 込 ） 者 等 の 区 分

猟 銃 お よ び 空 気 銃 所 持 者

許 可 証 交 付 ７，２００

許 可 証 不 交 付 （ 併 記 ） ６，８００

標的射撃用クロスボウ所持者

同時申請減額６，８００

３，０００

６，９００

そ の 他 の 者 （ 初 心 者 ）

銃 砲 等 （ ク ロ ス ボ ウ を 含 む 。 ）

刀 剣 類

認 知 機 能 検 査

経 験 者

そ の 他 の 者
(未だ所持許可を受けていない者）

所持許可申請書類を提出した日又は許可の更
新 日 に お け る 年 齢 が 75 歳 以 上 の 者

新
規

猟 銃 ま た は 空 気 銃

ク ロ ス ボ ウ

猟銃および空気銃の取扱い講習会

同時申請減額

同時申請減額

標的射撃用クロスボウの取扱い講習会

経 験 者 ３，０００

そ の 他 の 者 （ 初 心 者 ）

国 際 競 技 に 参 加 す る 外 国 人

１，８００

１２，７００

１，９００

更
新

許 可 証 交 付 ７，２００

許 可 証 不 交 付 （ 併 記 ）

技 能 講 習

標 的 射 撃 用 ク ロ ス ボ ウ 射 撃 練 習 資 格 認 定 ９，３００同時申請減額

３，９００

同時申請減額

１，８００

８，９００

９，８００

９，６００

８，９００

講 習 受 講 申 込 み

１件ごとに手数料を徴収
（婚姻等により本籍、住所等
の変更同時申請は１件）

同時申請減額


